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1１．近接性評価割引見直しの概要

現行の近接性評価割引（需要地に近い地域に設置された電源を利用する場合の潮流改善効果
を評価）について、分散型電源の拡がり等を見据えた様々な議論が制度設計WGの場で行われ
ました。

今般の託送料金認可申請に際し、制度設計WGでの議論を踏まえ、割引評価地域等について、
以下の通り見直しを行いました。

現 行 制 度 見 直 し 後

割引評価方法
➝ｽﾗｲﾄﾞ2～5

潮流改善効果
（燃料焚減らし）

潮流改善効果詳細化
（基幹系統設備投資抑制＋上位系統ロス相当追
加発電不要分）

評価対象電源 特別高圧・高圧連系電源 特別高圧・高圧・低圧連系電源

評価地域
➝ｽﾗｲﾄﾞ6～9

県単位
（東京・神奈川・埼玉・

山梨・静岡）

市区町村単位
（供給エリア９都県の対象となる市区町村）
①当該区域の発電量が需要量を下回る
市区町村
②当該区域の需要量密度がエリア平均を
上回る市区町村

＜見直しの概要＞



2２－１．割引評価方法の見直し

割引評価方法については、評価地域の電源による送配電設備への潮流改善効果として、①投
資抑制に係る評価、②ロスに係る評価、の2点に着目し、以下の通り算定いたしました。

①投資抑制に係る評価 考え方：評価地域の電源に係る電気を受電し、接続供給を利用することにより、
基幹系統に係る設備投資(※１)が抑制され得ることを評価し、減価償却費等(※２)
を割引。

割引額＝基幹系統に係る設備の減価償却費等÷ｋＷｈ（送電端）×供給力評価率(※３)

※１ 需要に応じて設備形成を行う特別高圧（基幹系を除く）以下の設備ではなく、主に潮流
を考慮して設備形成を行っている基幹系統の投資抑制について着目

※２ 基幹系統の費用のうち、特に設備に係る費用として減価償却費及び事業報酬を基に割引
単価を算定

※３ 電源別にｋＷ価値を補正（例：太陽光15％、火力100％）
②ロスに係る評価 考え方：評価地域の電源に係る電気を受電し、接続供給を利用することにより、基幹系統を通

じて需要者に電気を届けるまでの追加的に発電を求めているロス分について不要とみ
なし、上位系統のロス分に係る電気的価値を割引。

割引額＝発電費相当（スポット約定実績）×低減ロス率（※４）

※４ 特高電源➝基幹系統、高圧・低圧電源➝特高系統、までのロス率が低減されるものと
して評価

※基幹系電源は
①投資抑制に係る評価、
②ロスに係る評価、
とも特高電源の1/2として
算定いたしました。

投資抑制（税抜） ロス（税抜） 割引単価（税抜） 割引単価（税込）

基幹系電源(※) ０．１１ ０．０８ ０．１９ ０．２１

特高電源 ０．２１ ０．１６ ０．３７ ０．４０

高圧・低圧電源 ０．２１ ０．４２ ０．６３ ０．６８

(参考)現行制度 ― ― ０．３２ ０．３５



3（参考）割引評価のイメージ

＜基幹系（500/275kV系統図）＞
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▲ロス

▲設備

a. 系統形成への影響(調整)を生じやすい大規模電源連系統が主体。

c. 高低圧一体の面的系統に小規模分散型電源を含め連系。

b. 相応に系統の面的固定性の下で潮流に影響しやすい連系。

電
源

電
源

▲ロス

・・・系統構成単位イメージ



4

基幹系設備については、電力需給バランスを考慮して建設するものであることから、電源

の設備容量そのものではなく、供給力(kW)として評価される部分を基幹系設備の投資抑制

に効果があるものとして評価いたしました。

具体的には、太陽光・風力・水力・その他火力等それぞれにおける供給力評価率を用いて、

算定しております。

発

電

設

備

容
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供

給

力

需

要

電

力

バランス

・投資抑制効果については供給力(kW)
として評価できる部分により、基幹系
設備費用が削減されることを割引単価
に反映し、発電量に応じた割引といた
します。

・供給力評価率(%)（※）
＝供給力(kW)÷設備容量(kW)

※算定に使用する供給力評価率は、再生可能エネルギー固定買取制度の回避可能費用算定における
供給力計上の考え方によっております。

２－２．割引評価方法の見直し ～ 供給力評価率 指摘事項15



5

潮流改善効果を評価するとした制度設計ＷＧの整理のもと、安定的に評価できる指標とし

て、「投資抑制効果に係る評価」については、基幹系設備を対象に投資抑制効果を算定し、

「ロスに係る評価」については、電圧毎に上位系統のロス分を算定した上で、割引単価を

設定いたしました。

基幹系電源については、系統投資全体との相関性が強く、面的に電圧に応じた一律的な評

価が難しい一方、近傍地消費となる潮流も生じうるため、特高電源の割引単価の１／２と

いたしました。

なお、定量的検証として、例えば基幹系設備のうち、２７５ｋＶ電源の割引原資となりう

る５００ｋＶの送変電設備費の割合は、概ね１／２であることから、基幹系電源の割引単

価を特高電源の割引単価の１／２と評価したことは、一定の合理性はあるものと考えてお

ります。

総送電費 受電用変電サービス費 合計

割引原資となる５００ｋＶ系統 ３２１（４６．３％） １１４（３８．７％） ４３５（４４．０％）

基幹系合計 ６９４ ２９５ ９８９

[億円/年]

２－３．割引評価方法の見直し ～ 基幹系電源割引単価 指摘事項13
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現行制度：埼玉・東京・神奈川・山梨・静岡の
都県全域が対象

…現行制度の
対象地域

制度設計ＷＧにおける整理を踏まえ、以下の条件のとおり「潮流改善効果」を評価し、評

価地域については、より細かな単位で設定しております。

・市区町村単位で発電量と需要量を比較し、「当該市区町村の需要量＜当該市区町村の発

電量」となる地域を電源過多地域として対象外としました。

・市区町村単位で需要密度（需要量/面積）について、「エリア全体の需要密度＞当該

市区町村の需要密度」となる地域を、今後電源の連系により電源過多地域となる可能性

がある地域として対象外としました。

見直し後：栃木・茨城・群馬・埼玉・東京・千葉・
神奈川・山梨・静岡の一部地域が対象

…新制度の
対象地域

３－１．評価地域の見直し （１） 指摘事項12,16
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見直しを行った結果、評価地域から外れる地域がある一方、新たに対象となる地域もあり

ます。

３－１．評価地域の見直し （２）

…引き続き対象
となる地域

…対象外
となる地域

…新たに対象
となる地域

見直しに伴う評価地域の変化

評価地域を今後見直すタイミング

については、発電事業者の予見性

確保の観点から、基本的には，本

評価のみを短期間で見直しするも

のではなく、託送料金全体の見直

しに合わせて、検討を行うものと

考えております。

一方で、昨今の分散型電源普及等

に伴い、系統状況が著しく変化す

る可能性も考えられることから、

場合によっては、状況に応じた見

直しも必要になるものと考えてお

ります。

＜評価地域見直しのタイミング＞

指摘事項14



8（参考）当社の供給設備・潮流の状況について

当社地域における基幹系統（５００ｋＶ，２７５ｋＶ）を流れる潮流状況は以下のとおり

となります。（平成２６年度ピーク時想定）

・・・評価地域

・・・発電所

・・・変電所，開閉所

・・・潮流の方向

【凡例】
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ＦＩＴ電源等分散電源の急速な普及等に伴う系統状況の変化（上位系統増強工事の発生

等）に応じて、評価地域の機動的な見直しを行うことも念頭に、今回申請の約款には直接

記載せず、別途公表としてホームページ等でお知らせすることといたしました。

【申請中の託送供給等約款への記載】

Ⅲ 料 金
１８ 料 金
（１）契約者に係る料金
ハ 近接性評価割引
（イ）適用
契約者が，近接性評価地域（当社が別途定める
地域といたします。）に立地する発電場所におけ
る発電設備（以下「近接性評価対象発電設備」と
いいます。）を維持し，および運用する発電契約
者から，当該発電設備に係る電気を受電し，接続
供給を利用する場合に適用いたします。

（以下，略）

【ＨＰに公表している近接性評価地域】

３－２．評価地域の見直し ～ 評価地域の公表 指摘事項11


